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内閣府サイトより一部抜粋

DVや性暴力で悩んでいる方へ　年齢・性別をとわず、相談してください

性犯罪の被害に遭われた方が相談
しやすい環境を整備するため、各都
道府県警察では、性犯罪被害相談電
話につながる全国共通番号「＃8103
（ハートさん）」を運用しています。ダ
イヤルすると、発信された地域を管
轄する各都道府県警察の性犯罪被
害相談電話窓口につながります。

チャットでお話を伺います。
年齢・性別を問いません。
匿名で相談できます。
メールや外国語でも相談を
受付けます。

セクシャルハラスメント、ストーカー、
デートDVなどの相談窓口を紹介して
います。

潮来市では、パートナー間等における暴力的行為等（DV）相談窓口を設けています。
一人で悩まず、ご相談ください。
●潮来市男女共同参画総合相談窓口　☎62-2727 市ホームページ

秋のこどもまんなか月間
オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン
児童虐待とは
■身体的虐待
　�殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけ

どを負わせる、溺れさせるなど
■性的虐待
　�こどもへの性的行為、性的行為を見せる、ポルノグラ

フィの被写体にするなど
■ネグレクト
　�家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、

自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れ
て行かないなど

■心理的虐待
　�言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、こ

どもの目の前で家族に対して暴力をふるう(面前DV)など

こども家庭センターでは、妊娠・出産・⼦育てに関する様々
なご相談をお受けしています。

【お問合せ】こども家庭センター （内線188・189）
　　　　　○妊娠・出産について ☎94-3031
　　　　　○子育てについて　  ☎94-3601

児童相談所虐待対応ダイヤル

☎ 189
通話無料 匿名可能 秘密厳守




